
 

「市政懇談会」ご意見・ご要望を紹介します②  

 
公 用 の 文 書 の 送 付 方 法 に つ い て  

＜質 問 ＞ 

 合 併 して不 便 になったことがあります。合 併 前 は書 類 を旧 笠 間 市 役 所 に届

けていましたが、合 併 によって本 庁 （友 部 ）に届 けることが多 くなったことです。

そこで、一 般 市 民 が本 庁 に書 類 を届 ける際 、笠 間 支 所 のロビーに専 用 の文

書 受 けを設 けるなどして預 かってもらうことはできないでしょうか。 

＜回 答 ＞ 

 市 には「使 送 便 」というものがあり、毎 日 ２回 、本 庁 と支 所 間 の書 類 のやり

取 りを行 っていますが、市 民 の皆 さんには知 られていないことだと思 います。今

後 は、総 務 課 と調 整 して、市 民 の皆 さんの書 類 を支 所 でも受 け付 けられる機

能 を持 たせてまいりたいと思 います。複 雑 なものを除 けば、だいたいの文 書 は

受 け付 けられると思 います。 

 

東 小 学 校 に つ い て  

＜質 問 ＞ 

 東 小 学 校 は２年 後 ぐらいに複 式 学 級 になってしまうと聞 いています。そうなる

と、学 力 の低 下 が心 配 なので、複 式 学 級 にならないよう対 策 を考 えてほしいと思

います。人 数 が少 なくても複 式 にならないなどの柔 軟 な対 応 策 もお願 いします。 

＜回 答 ＞ 

 学 級 編 成 には、国 の基 準 があります。茨 城 大 学 附 属 小 学 校 では、試 験 的 に

複 式 学 級 を導 入 していますが、学 力 低 下 にはならないことが実 証 されていま

す。現 在 は、４０人 学 級 にとらわれず少 人 数 指 導 も行 っていますし、一 人 ひとり

を大 切 にする時 代 です。教 育 水 準 の低 下 を招 かないよう県 に要 望 するととも

に、いろいろな角 度 から取 り組 んでいきたいと考 えています。その中 では、たとえ

ば、市 独 自 に教 員 を確 保 することも解 決 策 の一 つと考 えられます。 

 

観 光 マ ッ プ へ の 表 示 に つ い て  

＜質 問 ＞ 

 国 道 ５０号 から自 動 車 学 校 下 を通 って芸 術 の森 公 園 に行 く道 路 について、観

光 マップにきちんと掲 載 して案 内 すれば、イベント時 の渋 滞 を緩 和 できると思 い

ます。ぜひ、観 光 マップに掲 載 してください。 

＜回 答 ＞ 

 了 解 いたしました。なお、国 道 ５０号 に案 内 板 がないので、設 置 するよう県 と調

整 しています。 

 

 

給 食 セ ン タ ー に つ い て  

＜質 問 ＞ 

 前 市 長 の公 約 では、笠 間 給 食 センターを民 間 委 託 するとのことでした。市 の

負 担 が軽 くなるなら、私 は民 間 にしたほうが良 いと思 います。民 間 でやるのか、

市 で運 営 するのか、将 来 の展 望 をお聞 かせください。 

＜回 答 ＞ 

 旧 笠 間 と岩 間 はセンター給 食 です。友 部

は各 学 校 に調 理 室 を設 けて調 理 しており、

民 間 委 託 は北 川 根 小 学 校 だけです。笠 間

の施 設 は老 朽 化 しているため建 て替 えも検

討 していますが、児 童 ・生 徒 の安 全 を第 一

に考 え、それぞれの方 式 を統 一 していくの

か、今 後 時 間 をかけて検 討 していきます。ま

た、どの部 分 を民 間 に委 託 するかですが、

経 済 効 率 ということがとても大 事 なので、地 産 地 消 も視 野 に入 れ、搬 送 部 門 、

調 理 部 門 、委 託 会 社 の経 営 悪 化 時 の対 応 策 などを考 慮 しながら検 討 してまい

ります。 

 なお、給 食 センターばかりでなく、公 の施 設 について行 政 改 革 の中 で議 論 して

いきたいと思 います。 

 

道 路 境 界 に つ い て  

＜質 問 ＞ 

 建 物 を建 てるとき、道 路 から離 れて建 てなければなりませんが、市 道 との境

界 が不 明 確 になっています。市 からは、自 己 負 担 で境 界 を出 して、隣 接 者 の

同 意 をもらってから申 請 してほしいと説 明 されましたが、市 道 なので市 で負 担

できないでしょうか。距 離 が長 いと負 担 がたいへんです。 

＜回 答 ＞ 

 市 道 の境 界 は市 で管 理 していますが、境 界 確 認 の費 用 についてはケースバ

イケースでやっていきたいと思 います。 

＜質 問 ＞ 

 ２０年 前 ほど前 に宅 地 に塀 をつくりましたが、国 土 調 査 のときに、それまで農

道 との境 界 だった杭 が塀 の内 側 に打 たれ、そのままになっています。 

＜回 答 ＞ 

 国 土 調 査 当 時 は、地 元 推 進 員 の立 会 いで杭 を下 ろしましたが、閲 覧 期 間

（２０日 間 ）に異 議 申 立 てをしていれば、再 度 立 ち会 って打 ち直 しているはずで

す。したがって、当 時 異 議 申 し立 てはなかったと考 えられます。解 決 策 として、

２メートルの農 道 を残 すには、道 路 の反 対 側 の所 有 者 の了 解 が得 られれば、

反 対 側 にずらすことは可 能 です。場 所 を教 えていただいて、現 地 を確 認 し、相

談 したいと思 います。 

 裏面へ続きます↓  

【回覧】お早めに回してください 広報かさまは、ホームページでもご覧になれます http://www.city.kasama.lg.jp  第３４号 ５／６




